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避難所での
感染症対策

避難所での過ごし方 避難所の運営と対策

１
避難所以外への避難の検討
自宅での安全確保が可能な場合、避難所へ避難
しないことで、感染リスクを下げることができ
ます。本当に避難が必要な方を適切に受け入れ
られるよう、ご協力をお願いします。
また、避難所以外にも、安全な親戚宅や知人宅
などに避難できるか検討し、あらかじめ連絡を
取り合うなど、対応をお願いします。

２
発熱、咳などの症状がある方の
専用スペースを確保　

避難所を開設する場合、発熱、咳などの症状が
ある方は、避難所内をパーテーションにより区
切るなど専用スペースを確保し、可能な限り、
症状がある方とない方を区分します。
発熱・体調不良の症状がある方は、必ず避難所
職員へ報告してください。

災害時、避難所などの不特定多数の方が集団で
生活する場所では、3 密（密閉・密集・密接）
により、新型コロナウイルスや他の感染症に感
染するリスクが高まります。
市では、避難所を開設する場合、感染リスクを
できる限り抑えるため、避難所の運営を次のと
おり行います。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

３
必要な物の準備　

避難をするときに、自宅で用意している災害用
備蓄品に加え、マスクなどの感染症対策用品な
ど、必要な物を持って行けるよう、事前に準備
をお願いします。

【お持ちいただきたい物】
□ マスク
□ 消毒液
□ 体温計
□ 水、食料
□ 常備薬

4
感染予防の徹底　

感染リスクを避けるため避難所内では、十分な
換気を行います。また、避難した方はマスクを
着用してください。
マスクがない場合は、ハンカチなどマスクの代
わりになるものを着用するなど、咳エチケット
を意識し、手洗い、うがいを徹底してください。

5
衛生環境の確保
避難所の物品などは、避難所職員が消毒し、衛
生的な環境を確保します。
避難された方は、衛生的な環境の確保にご協力
ください。

●問い合わせ
　市民部　生活環境課　81-2272▲東日本大震災時の避難所の様子（総合体育館）
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年額保険料 区分

21,600 円 第１段階

36,000 円 第２段階

50,400 円 第３段階

64,800 円 第４段階

72,000 円 第 5 段階
（基準額）

86,400 円 第 6 段階

93,600 円 第 7 段階

108,000 円 第 8 段階

122,400 円 第 9 段階
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 合計所得金額＋課税年金収入額
 ＝ 80 万円を超え 120 万円以下
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 合計所得金額＋課税年金収入額
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合計所得金額＋課税年金収入額
＝ 80 万円以下
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　７月中に新しい介護保険負担割合証
（水色）を送付します。
　要介護（要支援）認定者、介護予防・
日常生活支援総合事業に該当される方
は必ず内容をご確認ください。

介護保険サービス
利用者負担割合の確認を

 

同
じ
世
帯
に
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て

 

い
る
方
が
い
る

！

●
問
い
合
わ
せ

　
保
健
福
祉
部　
高
齢
福
祉
課

　
(
82
‐
１
１
１
５

忘
お
　 

れ
な
く

※
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
ま
た
は
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
が
含
ま

　
れ
て
い
る
場
合
に
は
、当
該
所
得
の
合
計
額
か
ら
10
万
円
を
控
除
し
ま
す
。


